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町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時０２分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ９番   沼 端   務 議員 

 

１０番   吉 村 敏 文 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 ご着席ください。 

 

会議成立 

開議宣告 

西舘議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しております

ので、これより令和３年第３回おいらせ町議会定例会を開会いた

します。 

 

  （開会時刻 午前１０時０２分） 

 

開議宣告 西舘議長  なお、新型コロナウイルス感染防止対策として、密集を防ぐた

め、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長には出席の自粛をし

ていただきましたので、その旨ご報告いたします。 

 また、病院事務長はコロナ感染症の拡大に伴い本日欠席の申出

がありましたので、ご報告いたします。 

 

議事日程報告 西舘議長  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

会議録署名議

員の指名 

西舘議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、９番、沼端 務議員及び１０番、

吉村敏文議員を指名いたします。 

 

会期議題 西舘議長  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 会期決定の前に、議会運営委員長の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いします。 

 議会運営委員長。 

 

委員長報告 １４番 

（松林義光君） 

 議会運営委員会、委員長報告をいたします。 

 去る８月１３日告示、本日招集されました令和３年第３回おい
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らせ町議会定例会の会期等について、先般８月２７日午前１０時

から議会運営委員会を開催し、審査した結果、本定例会の会期は、

別紙配付の「会期及び審議予定表」のとおり、本日９月２日から

９月１０日までの９日間とすることに決定いたしました。 

 本日２日は議案等の一括上程及び決算特別委員会の設置、３

日、４日、５日は議案熟考のため休会、６日は一般質問、７日、

８日は議案審議、９日は決算特別委員会における付託議案の審

査、１０日は決算特別委員会における付託議案の審査及び特別委

員会終了後に本会議での認定議案審議、以上のとおり進行してま

いりたいと思います。 

 なお、議事進行状況により日程が変更となる可能性もございま

すので、議員各位のご理解とご協力を賜り、当委員会の決定にご

賛同くださいますようお願い申し上げまして、委員長報告といた

します。 

 

 西舘議長  議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日９月

２日から９月１０日までの９日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日９月２日から９月１０日まで

の９日間とすることに決しました。 

 

諸般の報告 西舘議長  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付しているとお

りです。ご了承ください。 

 次に、地方教育行政の組織及び運営上に関する法律第２６条の

規定に基づき、「令和３年度おいらせ町教育委員会の事務の点検

及び評価に関する報告書」が議会に提出されましたので各議員に

配付いたします。 

 また、本日までに受理いたしました陳情書等につきましては、

別紙配付の請願、陳情文書表のとおりです。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－６－ 

 先般、このことについて議会運営委員会において審査した結

果、陳情第３号については議員への資料配付とし、陳情第４号に

ついては総務文教常任委員会に付託することにいたしましたの

でご了承ください。 

 なお、本定例会の会期中は、円滑な議案審議及び広報写真撮影

のため、関係職員が議場内を出入りすることの許可を与えており

ますので、各議員にご報告いたします。 

 

行政報告 西舘議長  日程第４、行政報告の申入れがありましたので、これを許しま

す。 

 新型コロナウイルス感染症緊急対策についてが議会に提出さ

れました。当局の説明を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

 まちづくり防災課

長 

（成田光寿君） 

 おはようございます。 

 それでは、本日お手元に配付しております行政報告資料№１、

新型コロナウイルス感染症緊急対策についてのご用意をお願い

します。 

 議員ご承知のとおり、先月以降、青森県内の感染者数が急激に

拡大しており、感染経路不明の新規感染者、さらには飲食店や職

場でのクラスターが多発しており、このままでは医療崩壊につな

がりかねない状況になっております。 

 この状況への対策として、県では８月２７日に危機対策本部会

議を開催し、緊急対策パッケージを決定。県下全域を対象とした

対策を取りまとめました。と同時に、県内全市町村に対して県の

取扱いに準じた対応を求めました。このことを受けて、当町にお

いても危機対策本部会議を開催し、町の対応を決定いたしました

ので、概要を報告いたします。 

 １、感染症対策に係る国、県の動きですが、８月１９日の議員

全員協議会以降のものをまとめております。 

 （１）８月１７日に政府で緊急事態宣言とまん延防止等重点措

置の区域変更を行います。緊急事態宣言では７府県の追加、まん

延防止等重点措置では７府県の除外と１０件の追加。期限はいず

れも９月１２日までとしております。 

 ２ページをお願いいたします。 
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 （２）８月２５日にも政府で同様の変更を行っております。緊

急事態宣言では８道県の追加、まん延防止等重点措置では８道県

の除外と４県の追加。期限はいずれも９月１２日までとしており

ます。現在指定されている緊急事態宣言の区域及びまん延防止等

重点措置の区域は、２ページ上段に示しているとおりでありま

す。 

 （３）８月２７日、県において政府の基本的対処方針を踏まえ

た県方針の変更を行い、人の流れの抑制、人と人との接触の機会

を減らす対策という趣旨のものが追加となり、さらには、冒頭申

しましたように、８月の県内感染者急激拡大を受けて行事・イベ

ント等の原則中止、延期や県有施設の原則休館等を取りまとめた

緊急対対策パッケージを決定いたしました。 

 （４）８月３０日も県で対処方針の変更を行い、八戸市での飲

食店関連感染拡大を抑えるため、特定区域の飲食店を対象に営業

時間短縮の協力要請措置を取り決めました。 

 下のほうに行きまして、２の県の緊急対策パッケージでありま

すが、資料６ページの次から県公表の資料をそのまま添付してお

ります。新聞等にも掲載されておりましたので説明は省略させて

いただきますが、主なものとして、行事・イベント等の中止・延

期、施設の原則休館・使用中止、学校における行事等の中止・延

期、部活動の禁止等となっており、期間は９月１日から９月３０

日までです。 

 ３ページをお願いいたします。 

 町の対応であります。 

 ８月３０日に町の危機対策本部会議を開催し、県から準じた取

扱いを取るよう協力依頼がありましたので、町の対応を決定いた

しました。 

 まず、公共施設の利用制限です。９月１日から９月３０日まで

の間、施設利用を原則休館・休止といたしました。対象施設等は

表に記載のとおりであります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 イベント等の取扱いです。 

 例年、９月に行っているものは既に中止・延期を決定しており

ますので、引き続き町対策本部決定済みの内容を確認したところ

です。参考１には、町対策本部で取決めをしている方針の内容を
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載せております。 

 また、５ページになりますが、８月３０日時点における町の主

な行事・イベント等の対応方針を整理して載せております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 学校等の対応の関係です。 

 ９月１日から９月３０日までの間、小中学校において本人や同

居家族に症状が見られる場合には休みを取る、行事等の原則中

止・延期、部活動の禁止を取り決めました。 

 なお、町スポーツ少年団の活動も同様の取扱いとしておりま

す。 

 各団体等、各種団体の関係です。 

 今回、町で様々な制限を取ることといたしましたので、団体等

に対しても集会や活動を休止するようお願いしたところであり

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西舘議長  以上、説明が終わりました。 

 次に、八戸港沖外国貨物船座礁対応について当局の説明を求め

ます。 

 まちづくり防災課長。 

 

行政報告 まちづくり防災課

長 

（成田光寿君） 

 引き続き、まちづくり防災課から説明いたします。 

 行政報告資料№２、八戸港沖外国貨物船座礁対応についてのご

用意をお願いいたします。 

 本件につきましては、去る８月１９日の議員全員協議会におい

て概要を説明しておりましたが、それ以降の動き等について整理

いたしましたので、ご報告いたします。 

 １の概要であります。 

 ８月１１日に八戸港沖で座礁した貨物船海難事故であります

が、船体が２つに割れ、燃料タンクから大量の重油が海面に流出

し、発生後１週間ぐらいは北は六ヶ所村、南は八戸市南浜地区ま

でのかなり広範囲で油が確認されておりましたが、その後は拡

散、消滅してきており、８月３１日現在、船尾の北東の方向で薄

い油膜が確認され、かなり限定的になってきております。また、

２つに割れた船体のうち、船首側のほうは八戸港内の岸壁に移
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動、接岸させ、８月３０日から重油の抜取り作業を行っておりま

す。 

 ２の船体の状況であります。 

 まず、（１）船首部であります。先ほど説明しましたように、

八戸港１号埠頭の岸壁に係留し、燃料油の抜取り作業を行ってお

ります。燃料タンクには海水と重油合わせて約２，４００キロリ

ットルが入っていると見られ、初日の回収量は約１７７キロリッ

トル。９月中旬ぐらいまでかかる見通しであります。 

 （２）船尾部です。現地に残ったままでありまして、船体が傾

き、お尻のプロペラのほうが海面上に、船橋部分は水面下に沈ん

でいる状況であります。 

 なお、潜水調査したところ、管から若干の油漏れがありました

ので、防油措置を行っております。 

 ３、流出油及び漂着油の状況であります。 

 第２管区海上保安部、八戸海上保安部などから随時資料が届き

ますので、その資料から抜粋してまとめております。 

 海上の流出油の範囲、沿岸への油の漂着状況を、２ページの中

段ぐらいまで日付を追って記載しておりますが、その日の風向き

や波の状況によって日々動いております。海上流出の油は、範囲、

量ともに少なくなってきておりますが、いまだ確認されておりま

す。ただ、大量の燃料を積んでいる船首部のほうは、八戸港の岸

壁に接岸し回収作業を行っておりますので、そこからの新たな流

出によるものはないと思われます。 

 また、沿岸への漂着油ですが、８月１８日時点で三沢市からお

いらせ町、八戸市の五戸川河口付近の沿岸で点在する油膜が確認

されており、それ以降、新たな漂着は確認されておりません。 

 ４の町の対応であります。 

 ８月１２日と８月１５日に町警戒対策本部を開催し、対策事項

を確認。その対応を進めてきており、現在も継続しているところ

です。内容として記載しているとおり、情報収集や連絡調整、現

場パトロール、防災無線での放送、海上災害防止センターとの海

岸漂着油の防除作業調整、漁業補償に関する諸調整であります。 

 なお、昨日９月１日にも警戒対策本部会議を開催し、動きや対

応について確認したところであります。 

 次に、５の海岸への漂着油の防除作業です。 
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 この作業は、以前にもご説明しておりますが、船主と契約して

おります海上災害防止センターが中心に対応しており、海岸の汚

染状況を調査し、作業を進めております。汚染状況の調査や清掃

作業の状況は、最後のページにカラー刷りで資料を載せておりま

す。 

 真ん中ら辺、ＭＳという表記があります。これは三沢市を表記

しているものですが、三沢市の沿岸はＭＳの１から５までありま

す。一方、おいらせはＯＲという表記にしておりまして、１から

２までございます。汚染状況も色分けしております。黄色が汚染

度が低ということになっております。おいらせ町の沿岸、ＯＲ－

１、ＯＲ－２ともに黄色で表示され、汚染度低という結果になっ

てございます。 

 報道にもありますように、作業は三沢市沿岸部から進められ、

当初はセンター直営でしたが、作業の迅速化を図るため、地元漁

協や農協と協力支援体制を整え、トラクターを有償で調達する形

で支援し、８月３１日から始めております。 

 なお、この作業方法はおいらせ町でも実施することとなり、百

石町漁協との調整を行い、９月１日から作業を開始しておりま

す。新聞等にも報道されているとおりであります。 

 作業内容は、３ページにもありますが、防除方法として先ほど

の図にあるようにおいらせ町は汚染度が比較的低いため、エアレ

ーションといいまして空気を通して耕起により油を自然の浄化

を促す方法としております。実施方法は、トラクターを運転手つ

きで借用し、トラクターでレーキを引き、砂浜を耕起します。実

施場所は、三沢市の三沢川南側から一川目海岸のうち、消波ブロ

ックがない区間としております。実施期間は、９月１日から３日

間を予定しております。 

 説明の最後になります。６、漁業補償の関係です。 

 関係する沿岸７漁協と県漁連において８月１７日の申合せに

より、船主側との交渉窓口を県漁連とする旨を取決めしておりま

す。また、８月２６日、船主側のほうで貨物船座礁及び燃料油流

出事故漁業者説明会が行われ、漁業補償の金額は最大で総額３６

億円とされ、油濁により休業等した場合の経済的損失、漁網等の

漁具に油が付着した場合の財産的損害などが対象となるとのこ

とです。今後、各漁協において補償に必要な資料など情報収集を
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行い、それを県漁連で取りまとめます。魚介類の安全面を確認す

るための検査についても、各漁協でサンプルを採取。こちらも県

漁連が取りまとめて検査機関に依頼するとのことであります。 

 説明は以上で終わります。 

 

 西舘議長  以上、説明が終わりました。 

 これで行政報告を終わります。 

 

 西舘議長  日程第５、議案の一括上程について。 

 報告第４号から報告第７号まで及び議案第５２号から議案第

６５号までの、以上１８件を一括上程いたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 演壇にてお願いいたします。 

 町長。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 議員各位には何かとご多用のところご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案の提案理由をご説

明申し上げます。 

 初めに、報告第４号、放棄した債権の報告についてご説明申し

上げます。 

 本件は、町の債権のうち、町税及び効果以外の債権について債

権放棄したので、おいらせ町債権管理条例第１３条第２項の規定

により報告するものであります。 

 次に、報告第５号、令和２年度おいらせ町健全化判断比率及び

資金不足比率についてご説明申し上げます。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、令和２年度決算に基づく一

般会計等の健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率に

ついて、監査委員の意見を付し報告するものであります。 

 次に、報告第６号、令和２年度おいらせ町一般会計継続費精算

報告についてご説明申し上げます。 

 本件は、継続費を設定しておりました学校施設等長寿命化計画

策定事業の継続年度終了に伴い、地方自治法施行令第１４５条第
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２項の規定により継続費の精算について報告するものでありま

す。 

 次に、報告第７号、令和２年度青森県新産業都市建設事業団特

定事業及び特定事業以外の事業の決算報告についてご説明申し

上げます。 

 本件は、当事業団から令和２年度決算について報告がありまし

たので、地方自治法の一部を改正する法律付則第３条による改正

前の地方自治法第３１２条第３項の規定に基づき報告するもの

であります。 

 次に、議案第５２号、おいらせ町の議会の議員及び長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてご説明

申し上げます。 

 本案は、公職選挙法の一部改正に伴い、町議会議員選挙及び町

長選挙における選挙運動用自動車、選挙運動用ポスター、選挙運

動用ビラを選挙公営の対象とするため提案するものであります。 

 次に、議案第５３号、おいらせ町公契約条例の制定についてご

説明申し上げます。 

 本案は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境等の確保を

図り、公共サービスの品質の確保及び地域経済の健全な発展に寄

与するため、新たな町独自の条例として提案するものでありま

す。 

 次に、議案第５４号、おいらせ町財政運営に関する条例の制定

についてご説明申し上げます。 

 本案は、当町の財政運営の指針及び基本的な原則を定め、将来

にわたる持続可能な財政基盤の強化及び財政運営の確立を図る

ため、新たな町独自の条例として提案するものであります。 

 次に、議案第５５号、おいらせ町個人情報保護条例及びおいら

せ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の改正に伴い、町関係条例の所要の改正を行

うため提案するものであります。 

 次に、議案第５６号、おいらせ町営住宅管理条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律及
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び所得税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、公営

住宅制度に係る引用条項等について所要の改正を行うため提案

するものであります。 

 次に、議案第５７号、おいらせ町土地開発公社の解散について

ご説明申し上げます。 

 本案は、おいらせ町土地開発公社について、近年の社会情勢の

変化等により存続の意義が極めて低くなっている状況から解散

することとしたため、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条

第１項の規定により、議会の議決を求めるため提案するものであ

ります。 

 次に、議案第５８号、令和３年度おいらせ町一般会計補正予算

（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に２億４，９２８万３，０００円を追

加し、予算の総額を１０４億８，９８２万４，０００円とするも

のであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、財政調整基金積立金

を増額するほか、病院事業会計医業外収益補助金の増額など、町

の新型コロナウイルス感染症対応事業に係る予算措置を行うも

のであります。一方、歳入では、町税、地方交付税及び前年度繰

越金を増額し、財政調整基金繰入金及び臨時財政対策債を減額す

るものであります。 

 なお、第２表、債務負担行為は、１件の債務負担行為を定める

ものであります。 

 また、第３表、地方債補正は、１件の追加、３件の変更及び１

件の廃止を行うものであります。 

 次に、議案第５９号、令和３年度おいらせ町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予定の総額に３，０１３万３，０００円を追加し、

予算の総額を２５億１，２００万７，０００円とするものであり

ます。 

 その主な内容につきましては、歳出では保険給付費等交付金の

令和２年度事業実績により県費返還金を計上し、歳入では国民健

康保険税及び前年度繰越金を増額するほか、国民健康保険事業基

金繰入金を減額するものであります。 

 次に、議案第６０号、令和３年度おいらせ町奨学資金貸付事業
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特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に３万１，０００円を追加し、予算の

総額を１，７９４万５，０００円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では奨学生選考委員報酬及

び奨学基金積立金を増額し、歳入では奨学基金繰入金を減額する

ほか、令和２年度決算に伴い前年度繰越金を増額するものであり

ます。 

 次に、議案第６１号、令和３年度おいらせ町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に１２万６，０００円を追加し、予算

の総額を１０億５，０６９万５，０００円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では給料を増額するほか、

職員手当等を減額し、歳入では一般会計繰入金を減額し、令和２

年度決算に伴い前年度繰越金を増額するほか、馬淵川流域下水道

維持管理負担金還付金を計上するものであります。 

 次に、議案第６２号、令和３年度おいらせ町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額から７１万３，０００円を減額し、予

算の総額を１億４，２１１万６，０００円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では給料及び職員手当等を

減額し、歳入では一般会計繰入金を減額するほか、令和２年度決

算に伴い前年度繰越金を増額するものであります。 

 次に、議案第６３号、令和３年度おいらせ町介護保険特別会計

補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に８，８４８万４，０００円を追加し、

予算の総額を２４億４，３０５万円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では令和２年度保険給付費

等の実績により支払基金等への返還金を計上するほか、一般会計

繰出金及び介護保険給付費準備基金積立金を増額し、歳入では令

和２年度決算に伴い前年度繰越金を増額するものであります。 

 次に、議案第６４号、令和３年度おいらせ町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に１，５４６万４，０００円を追加し、

予算の総額を２億３，７６３万５，０００円とするものでありま

す。 
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 その主な内容につきましては、歳出では後期高齢者医療広域連

合納付金を増額し、歳入では後期高齢者医療保険料及び前年度繰

越金を増額するものであります。 

 次に、議案第６５号、令和３年度おいらせ町病院事業会計補正

予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、収益的収入及び支出の既決予定額から８１４万２，０

００円を減額し、予定額を１０億５８１万３，０００円とするほ

か、資本的収入の既決予定額に３，２４０万円を追加し、予定額

を６，９１１万６，０００円とする一方、資本的支出の既決予定

額に３，２４５万円を追加し、予定額を８，４０１万８，０００

円とするものであります。 

 なお、資本的収入の不足額につきましては、当年度分損益勘定

留保資金を充当するものであります。 

 また、電子カルテシステム導入事業を２か年で実施するため、

継続費の設定を行うものであります。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案の提案理由を申し上げ

ましたが、詳細につきましては審議の過程におきまして本職をは

じめ担当課長に説明させますので、何とぞ慎重にご審議の上、議

決いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

 西舘議長  次に、監査委員から、報告第５号、令和２年度おいらせ町健全

化判断比率及び資金不足比率についての審査意見の報告を求め

ます。 

 柏崎監査委員、演壇にてお願いいたします。 

 監査委員。 

 

監査委員の 

報告 

監査委員 

（柏崎堅一君） 

 代表監査委員の柏崎でございます。 

 令和２年度会計、財政健全化判断比率及び資金不足比率につい

ての審査意見の報告をいたします。 

 健全化判断比率については、町から提出された実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの指

標と、その算定の基礎となる書類並びに関係する会計の資金不足
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比率と、その算定の基礎となる書類については、財政管財課の説

明を受け、審査を行いました。 

 その結果、財政健全化判断比率の各指標につきましては、書類

も適正に作成されており、実質赤字比率、連結実質赤字比率につ

いては、前年度に引き続き数値は出ておらず、実質公債費比率、

将来負担比率とも早期健全化基準、再生基準を下回っていること

などから、特に指摘すべきことはありませんでした。 

 また、経営健全化の判断材料となる資金不足比率におきまして

も、同じく書類が適正に作成されており、かつ病院事業会計、公

共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計とも経営

健全化基準である資金不足比率は２０％を下回っており、資金不

足の状況にはなっておらず、これにつきましても特に指摘すべき

ことはありませんでした。 

 しかしながら、実質単年度収支は、前年度より赤字幅は減少し

ているものの、５年連続の赤字となり、経常収支比率は過去最高

値となってしまい、留意する必要があります。 

 以上、詳しくは意見書をご覧いただきますようお願い申し上

げ、財政健全化判断比率及び資金不足比率に関わる審査の報告と

いたします。 

 以上です。 

 

 西舘議長  以上で審査結果の報告が終わりました。 

 日程第６、認定議案の一括上程について。 

 認定第１号から認定第８号までの、以上８件を一括上程いたし

ます。 

 町長からの提案理由の説明を求めます。 

 演壇にてお願いします。 

 町長。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（成田 隆君） 

 本定例会に提案いたしました令和２年度の決算認定議案につ

きまして、議員並びに町民各位のご助言やご協力を賜りながら所

期の目的を達成することができましたことに対し、心から感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

 それでは、令和２年度おいらせ町一般会計及び各特別会計、病

院事業会計の歳入歳出決算について、順次ご説明申し上げます。 
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 各認定議案につきましては、地方自治法第２３３条第３項及び

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定をお願

いするものであります。 

 また、施策の効果等を検証するため、別冊にて「主要施策の成

果」を調製しておりますので、皆様のご審議の参考に供したいと

思います。 

 はじめに、認定第１号、令和２年度おいらせ町一般会計歳入歳

出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額１３７億９，３５４万３，０００円に対し、

歳入決算額は１３４億８８３万９，０４７円となり、前年度と比

較しますと３４．９％の増となっております。 

 なお、不納欠損額は１，１５２万８，１６６円、収入未済額は

５億２，６８５万１，６９８円で、繰越明許費の未収入特定財源

３億９，４３４万７，０００円を差し引いた収入未済額は１億３，

２５０万４，６９８円となりました。不納欠損額、収入未済額と

も大部分は町税となっております。 

 一方、歳出決算額は１３０億７，３０５万５，７８３円となり、

前年度と比較しますと３４．４％の増となっております。 

 また、翌年度繰越額は４億４，２７６万８，０００円で、不用

額は２億７，７７１万９，２１７円となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額３億３，５７８万３，２６４円から

繰越財源である４，８４２万１，０００円を差し引いた２億８，

７３６万２，２６４円が実質収支額となりましたので、２億１，

０００万円を財政調整基金に積み立てし、残額の７，７３６万２，

２６４円を令和３年度へ繰越しするものであります。 

 次に、認定第２号、令和２年度おいらせ町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額２５億４，４４１万１，０００円に対し、歳

入決算額は２４億８５４万４，２６０円となり、前年度と比較し

ますと１．９％の減となっております。 

 一方、歳出決算額は２３億７，３４０万１，１９１円となり、

前年度と比較しますと２．２％の減となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額３，５１４万３，０６９円を令和３

年度へ繰越しするものです。 

 次に、認定第３号、令和２年度おいらせ町奨学資金貸付事業特
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別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額１，９７２万３，０００円に対し、歳入決算

額は２，０１４万７，１２７円となり、前年度と比較しますと０．

６％の減となっております。 

 一方、歳出決算額は１，９７１万５，８０７円となり、前年度

と比較しますと１．２％の減となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額４３万１，３２０円を令和３年度へ

繰越しするものです。 

 次に、認定第４号、令和２年度おいらせ町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額は１０億３，８１３万３，０００円に対し、

歳入決算額は１０億４，４４５万１，３３３円となり、前年度と

比較しますと１．６％の減となっております。 

 一方、歳出決算額は１０億３，１６５万７，９４７円となり、

前年度と比較しますと１．９％の減となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額１，２７９万３，３８６円を令和３

年度へ繰越しするものです。 

 次に、認定第５号、令和２年度おいらせ町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額１億２，３６４万８，０００円に対し、歳入

決算額は１億２，４７５万３，４１９円となり、前年度と比較し

ますと１４．４％の減となっております。 

 一方、歳出決算額は１億２，１４１万８，５１８円となり、前

年度と比較しますと１４．９％の減となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額３３３万４，９０１円を令和３年度

へ繰越しするものです。 

 次に、認定第６号、令和２年度おいらせ町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額２３億２，１８２万４，０００円に対し、歳

入決算額は２３億２，２１５万８，９１９円となり、前年度と比

較しますと４．５％の増となっております。 

 一方、歳出決算額は２２億２，８４９万５，６３７円となり、

前年度と比較しますと２．７％の増となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額９，３６６万３，２８２円を令和３

年度へ繰越しするものです。 
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 次に、認定第７号、令和２年度おいらせ町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算総額２億２，５９２万１，０００円に対し、歳入

決算額は２億２，６５５万７，１５７円となり、前年度と比較し

ますと１２．５％の増となっております。 

 一方、歳出決算額は２億２，１８２万８，１０７円となり、前

年度と比較しますと１３．０％の増となっております。 

 その結果、歳入歳出差引額４７２万９，０５０円を令和３年度

へ繰越しするものです。 

 次に、認定第８号、令和２年度おいらせ町病院事業会計決算認

定についてご説明申し上げます。 

 決算額は、いずれも税抜き処理後の金額であります。 

 まず、収益的収入及び支出については、予算総額１０億２，７

２３万４，０００円に対し、収入決算額は９億２，００６万８，

０２３円、支出決算額は９億７，５１８万９，０７４円となり、

差し引き５，５１２万１，０５１円の純損失となりました。 

 収入決算額は、前年度と比較しますと５．２％の増となりまし

た。一方、支出決算額は５．９％の増となりました。 

 次に、資本的収入及び支出について、収入決算額は７，４４７

万５，２５０円に対し、支出決算額は９，３９８万９，３４５円

となり、不足分については損益勘定留保資金で補塡しておりま

す。 

 以上、本定例会に提案いたしました決算認定議案につきまして

は、その提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては審議

の過程におきまして本職をはじめ担当課長に説明させますので、

何とぞ慎重にご審議の上、議決いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

 西舘議長  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 次に、監査委員から決算審査の報告を求めます。 

 柏崎監査委員、演壇にてお願いします。 

 

監査委員の 

報告 

監査委員 

（柏崎堅一君） 

 令和２年度会計の決算審査意見の報告をいたします。 

 令和２年度一般会計、各特別会計及び病院事業会計並びに財産

に関する調書につきましては、去る７月１２日から延べ８日間、
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関係課から説明を求めながら書類審査、現地審査等を実施いたし

ました。そして、決算書や関係帳簿等については、計数は正確で

あるか、適正に処理されているかなどに主眼を置き、慎重に審査

を行ってまいりました。 

 その結果、いずれも適正に処理されており、各会計とも誤りが

ないものと認めました。 

 全体を総括して財政的観点から申し上げますと、一般会計の総

計決算額は、歳入が１３４億８８３万９，０４７円で、前年度に

比較し約３４億７，０９６万円、３４．９％増加し、歳出は１３

０億７，３０５万５，７８３円で、約３３億４，３７６万円、３

４．４％増加しました。これは、コロナ対策関連の支出や物件費

等の経常経費が増加する一方で、地方交付税及び地方消費税交付

金等の経常的収入も増加したためです。実質収支は約２億８，７

３６万円の黒字となり、単年度収支でも約８，３３２万円の黒字

となりましたが、１年間に得られる収入でその間の支出を賄えて

いるかといった実質単年度収支は約３，０８８万円の赤字で、５

年連続となりました。 

 また、特別会計の総決算額は、歳入総額は前年度に比較し０．

７％の増加、歳出総額は０．２％減少しております。実質収支は

約１億５，００９万円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引

いた単年度収支も約５，４４４万円の黒字となりました。 

 また、特別会計においては、令和２年度の一般会計から総額約

１３億８，５９０万円が特別会計に繰り出されています。 

 一般会計及び特別会計を合わせた単年度収支は１億３，７７６

万５，３７６円の黒字となりました。 

 財政健全化法に基づく４つの財政指標は、いずれも早期健全化

基準をクリアしています。一方、財政構造の弾力性を示す経常収

支比率は、昨年度より０．９ポイントと大きく上昇し、９５．３％

と過去最高値となりました。依然として財政硬直化の状態にあ

り、財政指標の推進には十分留意していただきたい。 

 次に、病院事業会計では、収益的収支では約５，５１２万円の

純損失が生じました。前年度決算に続き純損失が生じておりま

す。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、入院患者並びに外

相患者数ともに減少したことが要因となっています。 

 地方債残高については、一般会計、特別会計、病院事業会計を
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合わせた令和２年度末の地方債残高は１６０億５，２１５万７，

２３９円で、前年度末に比べて１０億３５９万９，６０８円減少

しております。 

 財産に関する調書については、適正に作成され、調書記載額は

関係帳簿と符合しており、計数等に誤りはなく、記載事項も適正

に表示されているものと認められます。基金についても年度末残

高は５４億５，６０８万８，５８０円で、前年度末に比べ５３１

万３，５９４円減少しましたが、適正に運用されているものと認

められました。 

 各会計とも、コロナ禍にあっても健全財政維持への努力の跡が

見られます。今後も終息が見通せない新型コロナウイルス感染症

にも注意を払いつつ、良質な福祉の提供や既存施設の維持補修、

インフラ整備など、住民サービスが滞ることのないよう、引き続

き自主財源の確保や事業の見直し等により費用の圧縮に努める

など、健全財政に向けた一層の努力と成果を期待するものであり

ます。 

 病院事業会計は、新型コロナウイルス感染症の影響により、入

院・外来患者数の減少が顕著であり、病院経営に厳しいものとな

っていますが、その中にあって、本年２月、眼科を開設し良質の

医療提供が図られたことは、地域住民地の利便性と安心につなが

り、大きな成果だと思います。ワクチン接種が進み、本来の患者

数の回復を期待するものです。今後も地域医療の確保に重要な役

割を果たしている自治体病院として、地域に信頼され親しまれる

病院づくりに努めつつ、経営の健全化を図られるよう期待いたし

ます。 

 詳細につきましてはお配りしております意見書をご覧いただ

きますようお願い申し上げ、決算審査の報告といたします。 

 決算報告は以上ですが、今回の監査に当たり、日常業務多忙の

上に、新型コロナウイルス対策支援事業として感染予防対策事

業、生活支援特別定額給付事業、子育て世帯の給付事業、学生応

援給付事業、経済対策として事業継続支援給付事業、そして今も

続いているワクチン接種事業など、各課にわたる業務超多忙の中

で、資料作成またはヒアリングに貴重な時間を割いてくださった

各課の担当課長及び職員の方々にお礼を申し上げます。ありがと

うございました。 
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 以上でございます。 

 

 西舘議長  以上で決算審査の報告が終わりました。 

 

議案の付託 西舘議長  日程第７、決算特別委員会の設置及び認定議案の付託につい

て。 

 お諮りします。 

 認定第１号、令和２年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定

から認定第８号、令和２年度おいらせ町病院事業会計決算認定ま

での８認定議案については、慣例により、議長及び議会選出監査

委員を含めた全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

決算特別委員

長・副委員長

の互選 

西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第８号までの８認定議案について

は、全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託して審査することに決しました。 

 次に、決算特別委員会委員長及び副委員長の互選について行い

ます。 

 このことについて、先般開催されました議会運営委員会におい

て、総務文教常任委員会の委員長と同副委員長が当たることと

し、話し合われましたので、これによりたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 決算特別委員会の委員長には、総務文教常任委員会の委員長の

澤上 訓議員を、同副委員長には、総務文教常任委員会副委員長

の木村忠一議員を選任することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２３－ 

 よって、決算特別委員会の委員長に澤上 訓議員が、副委員長

に木村忠一議員が選任されました。 

 

日程終了の 

告知 

西舘議長  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

西舘議長  ６日月曜日は、午前１０時から本会議を開き、一般質問を行い

ます。 

 

散会宣告 西舘議長  本日はこれで散会いたします。 

 

  （散会時刻 午前１１時０５分） 

 

 事務局長 

（赤坂千敏君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 
 


